
 

2024年 11月 11日 

各 位 

会 社 名 株式会社ニッチツ  
代 表 者 代表取締役社長 松原 祐生 

 （コード番号：7021 東証スタンダード市場） 

問合せ先 代表取締役専務取締役 管理本部長 

 兼経営管理部長 艸薙  望 

 （TEL．03－5561－6200） 

 

株主優待制度導入に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、株主優待制度の導入について決議いたしましたので、

お知らせいたします。 

記 

１. 株主優待制度の導入の目的 

 株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、当社株式への投資の魅力を高め、

より多くの皆様に保有していただくことを目的として、株主優待制度の導入を決定いたし

ました。 

 

２. 株主優待制度の内容 

(１) 対象となる株主様 

 毎年３月 31日現在の当社株主名簿に記載または記録された、100株（１単元）以上を保

有されている株主様を対象といたします。 

 

(２) 株主優待制度の内容 

対象となる株主様に対して、以下の通りＱＵＯカードを進呈いたします。 

 

 

 

 

(３) 進呈時期 

毎年１回、当社定時株主総会終了後に送付する決議通知等に同封し、発送することを予

定しております。 

 

３. 株主優待制度の開始時期 

2025 年３月 31 日現在の当社株主名簿に記載または記録された 100 株（１単元）以上を

保有されている株主様を対象として開始いたします。 

 

４. その他 

株主優待制度の内容に変更が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。 

以 上 

保有株式数 優待内容 

100株以上 1,000円分のＱＵＯカード 


